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�愛媛県告示第３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和６年１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和６年１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

に し お か 歯 科 伊予市灘町１１７ 令和５年１０月３０日

ア イ ン 薬 局 大 町 店 西条市大町７０３番地３ 令和５年１１月１日

ア イ ン 薬 局 金 生 町 店 四国中央市金生町下分１２
４９－１ 令和５年１１月１日

す み れ 調 剤 薬 局 今治市石井町四丁目５－
５０アイディヒルズ１０２号 令和５年１１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

た は ら 薬 局 南宇和郡愛南町御荘平城
２０４９ 令和５年１０月１３日

ひ ま わ り ク リ ニ ッ ク 新居浜市泉宮町３－１３ 令和５年１０月２０日

西 岡 歯 科 医 院 伊予市灘町１３６ 令和５年１０月２９日

ア イ ン 薬 局 大 町 店 西条市大町７０３番地３ 令和５年１０月３１日

アイン薬局 金生町店 四国中央市金生町下分１２
４９－１ 令和５年１０月３１日

す み れ 調 剤 薬 局
今治市石井町四丁目５番
５０号アイディヒルズ１０２
号

令和５年１０月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社 メディシス 松山市高野町甲１番地１ ハート調剤薬局 西条市大町７５５番１１ 令和５年９月１日

毎週（火・金）曜日発行 第４７６号 令和６年１月１９日

令和６年１月１９日金曜日 第４７６号
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�愛媛県告示第４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和６年１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和６年１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局農林水産振興部今治支局水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

今治市大三島町野々江３６４

西 村 秀 寿

今治市大三島町宮浦５７３２

丸 山 鉄 夫

今治市上浦町瀬戸２３０－２

藤 本 和 夫
大 三 島 愛媛県漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和６年１月１９日から２月２日まで

� 縦覧場所

東予地方局農林水産振興部今治支局水産課

�愛媛県告示第４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

日本調剤株式会社 東京都千代田区丸の内１－９
－１ 日本調剤 壬生川薬局 西条市壬生川１２５ 令和５年１１月２７日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社 メディシス 松山市高野町甲１番地１ ハート調剤薬局 西条市大町７５５番１１ 令和５年９月１日

日本調剤株式会社 東京都千代田区丸の内１－９
－１ 日本調剤 壬生川薬局 西条市壬生川１２５ 令和５年１１月２７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

えひめ南農業協同組合 宇和島市栄町港３丁目３０３番
地

ＪＡえひめ南ホームヘルプサ
ービス事業所

宇和島市佐伯町２丁目乙１９１８
番７ 令和５年１２月３１日
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正 誤

�正 誤

令和５年１２月２２日付け第４７１号愛媛県告示第１２９６号（道路の区域

変更（県道上猿田三島線外）欄中

�愛媛県告示第４６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年１月１９日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号

今治市玉川町龍岡上字力石甲６７３番２地先から

同市同町龍岡上字垣窪甲５００番１地先まで
旧 ７．１～２３．９ ０．７００

今治市玉川町龍岡上字力石甲６７３番２地先から

同市同町龍岡上字垣窪甲５００番１地先まで
新 １０．１～３８．０ ０．７００

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第１５８９７号 令和３年
２月２０日 インテリア八宝 峯岡 安則 伊予市中山町中山丑３５９

－１
令和５年
１２月８日 内装仕上工事業 建設業の廃止

（般－５）第１６３８７号 令和５年
１０月２２日 星晃設備工業� 星加 逸人 松山市南吉田町２６３８ 令和５年

１２月１１日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１１８４５号 令和２年
２月２４日 �拓殖 水谷 香 松山市南江戸４－７－２４ 令和５年

１２月１２日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－４）第３３３２号 令和４年
４月１４日 �多賀住宅設備 多賀 達夫 松山市松前町３－２－９ 令和５年

１２月１８日
建築工事業
管工事業 建設業の廃止

（般－２）第１０３３６号 令和２年
１１月９日 �共同建設工業 西岡 正起 松山市勝岡町２２１ 令和５年

１２月２２日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第３２号

令和６年１月１０日
東温市樋口字宮地甲７６９番

東温市田窪３３２番地１

藤岡萬建設有限会社

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 蒋淵下波線
宇和島市下波２３２２番２から

同市下波２３８６番２まで
令和６年１月１９日

ページ 箇 所 誤 正

１３３１

表
区域変更の区
間欄中
上から３段目

四国中央市富郷町寒川
山乙９９３番７地先

同町寒川山乙８６２番１
地先

四国中央市富郷町寒川
山乙９９３番７地先から

同町寒川山乙８６２番１
地先まで
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令和５年１２月２２日付け第４７１号愛媛県告示第１２９７号（道路の供用

開始（県道上分三島線外）欄中

１３３１

表
区域変更の区
間欄中
上から４段目

四国中央市富郷町寒川
山乙９９３番７地先

同町寒川山乙８６２番９
地先

四国中央市富郷町寒川
山乙９９３番７地先から

同町寒川山乙８６２番９
地先まで

ページ 箇 所 誤 正

１３３１

表
供用開始の区
間欄中
上から３段目

四国中央市富郷町寒川
山乙９９３番７地先

同町寒川山乙８６２番９
地先

四国中央市富郷町寒川
山乙９９３番７地先から

同町寒川山乙８６２番９
地先まで

令和６年１月１９日 発行


